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令和２年８月１８日 

 

研究活動上の特定不正行為に関する調査結果について 

 

国 立 大 学 法 人 大 阪 大 学 

                    国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

                     

１． 経緯・概要 

(1) 発覚の時期及び契機 

平成 29年 12 月 8日付けの文書にて、大阪大学、及び国立循環器病研究センターに

対して、過去、両機関に所属していた者が筆頭著者もしくは責任著者として発表した

21 編の論文【別紙１参照】にねつ造及び改ざんが認められるとする申立てがあった。

（大阪大学は 12 月 11 日に受理。国立循環器病研究センターは 12 月 12 日に受理。） 

 

(2) 調査に至った経緯等 

上記の申立てを受けて、両機関での協議により基礎系の論文 8 編（論文＃1、＃3、

＃4、＃5、＃7、＃9、＃10、＃12）を国立循環器病研究センターで、臨床系の論文 13

編（論文＃2、＃6、＃8、＃11、＃13、＃14、＃15、＃16、＃17、＃18、＃19、＃20、

＃21）を大阪大学で調査を行うこととし、各々の規程に基づく調査を実施した。 

 

 

２． 調査 

(1) 調査体制 

①大阪大学 

1) 名 称：大阪大学における公正な研究活動の推進に係る調査委員会 

2) 委員会構成 （学外委員 4名、学内委員 2名） 

 委員名 所属等 

学内委員 高尾 敏文 大阪大学蛋白質研究所・教授 

 菊池  章 大阪大学大学院医学系研究科・教授 

学外委員 上松 正朗 国立病院機構大阪医療センター・副院長（委員長） 

 木島 貴志 兵庫医科大学内科学講座呼吸器科・主任教授 

 村川 知弘 関西医科大学呼吸器外科学講座・教授 

 水島 幸子 弁護士 

 

②国立循環器病研究センター 

3) 名 称：国立研究開発法人国立循環器病研究センター不正行為調査委員会 

4) 委員会構成 （外部委員 4名、内部委員 3名） 

（平成３０年２月９日～平成３０年３月３１日） 
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 委員名 所属等 

外部委員 仲野  徹 大阪大学大学院生命機能研究科 教授 

田邉  昇 中村・平井・田邉法律事務所 弁護士・医学博士 

南  康博 神戸大学大学院医学研究科細胞生理学 教授 

札野   順 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授 

内部委員 小川 久雄 国立循環器病研究センター理事長（研究所長併任） 

（委員長） 

小亀 浩市 国立循環器病研究センター研究所分子病態部 部長 

松井 健志 国立循環器病研究センター研究開発基盤センター 

医学倫理研究部 部長 

 

   （平成３０年４月１日～） 

 委員名 所属等 

外部委員 仲野  徹 大阪大学大学院生命機能研究科 教授 

（委員長） 

田邉  昇 中村・平井・田邉法律事務所 弁護士・医学博士 

南  康博 神戸大学大学院医学研究科細胞生理学 教授 

札野   順 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授 

内部委員 小亀 浩市 国立循環器病研究センター研究所分子病態部 部長 

中川   修 国立循環器病研究センター研究所分子生理部 部長 

松井 健志 国立循環器病研究センター研究開発基盤センター 

医学倫理研究部 部長 

 

(2) 調査期間 

    1) 大阪大学 

 平成 30年 12月 20日～令和 2年 2月 18日 

（補足）異議申立て処理期間：令和 2年 3月 24日～令和 2年 7月 27日 

 

2) 国立循環器病研究センター 

 平成 30年 2月 9日～令和 2年 3月 10日 

（補足）異議申立て処理期間：令和 2年 3月 25日～令和 2年 7月 27日 

     

３．調査結果 

 (1) 認定した特定不正行為の種別 

    ねつ造・改ざん 

 

 (2) 特定不正行為に係る研究者 

  ① 特定不正行為に関与したと認定した研究者 
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    大阪大学医学部附属病院・元医員／国立循環器病研究センター生化学部・元室長 

野尻 崇 （以下「元医員／元室長」という。） 

 

  ② 特定不正行為があったと認定した研究に係る論文等の内容について責任を負う者

として認定した研究者 

    共著者の不正行為への関与は認められなかった。 

 

 (3) 特定不正行為の具体的な内容 

1) 大阪大学 

     元データとなるカルテに記載された数値と異なる数値を用いて論文のグラフ等

が作成されているものがあった。なお、確認可能なカルテ情報による検証の結

果、グラフの再現ができないなどの結論が出ている。 

 

2) 国立循環器病研究センター 

     本来、数式が記入されているはずの欄の一部が空白となっている、又は特定の

数値が入力されており、そのデータ（一次データ）を用いて二次データが計算さ

れ、その計算結果とは異なる二次データを用いて作図されているものなどがあっ

た。 

 

 

４．機関としての対応 

    特定不正行為を認定した論文については、取り下げが妥当であることの勧告を元

医員／元室長に行うこととしている。 
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研究活動上の特定不正行為に関する調査結果について 

 

国立大学法人大阪大学 

                                         

１．経緯・概要 

(1) 調査に至った経緯等 

申立てを受理した研究公正委員会は、「大阪大学における公正な研究活動の推進に

関する規程」に基づき、平成 30 年 1 月 10 日に予備調査の実施を指示し、調査を開

始した。 

＜予備調査の結果＞ 

1) 今回の申立ては、元医員／元室長の論文において、同一論文内に掲載され

たグラフ又は表の数値が、異なる検査項目であるにも関わらずグラフの形

が類似していることや、異なる論文間で対象となる群が異なるにも関わら

ず、検査項目の数値が類似していることを指摘するものであった。 

2) 予備調査の時点で、論文のオリジナルデータの提出を元医員／元室長に求

め、提出されたデータ（カルテをもとに元医員／元室長が作成し、論文作

成のために使用した 2次データ。以下「オリジナルデータ」という。）に

より数値あるいはグラフの再現性について確認を行った結果、論文に記載

された数値と矛盾はなく、異なる論文間のグラフ（CRPや WBC、脈拍）の類

似についても、過去の無作為化研究の被験者データが、後に実施された後

ろ向き研究のデータに含まれている場合では、異なる論文間での検査項目

のグラフの類似性を生じた可能性があることが確認された。 

3) しかしながら、論文＃14、＃16には患者背景が異なるにもかかわらず、CRP

と WBC の術後の経時的変化が同一である症例が複数あることが予備調査の

過程で判明した。この同一性は極めて生じにくいことから、大阪大学医学

部附属病院（以下「阪大病院」という。）が有するカルテ情報と元医員／

元室長から提出されたオリジナルデータの照合を行ったところ、大きな齟

齬は見られなかった。ただし、これら照合をした論文を含む 13編の論文は

他機関の症例を含むものであり、当該症例については予備調査の期限もあ

って照合できなかった。 

4) 予備調査委員会からの報告を受けた研究公正委員会は、平成 30年 3月 22

日に本調査の実施を決定した。また、本件の裁定には当該論文のデータと

他機関が保有するカルテ情報との照合が必要不可欠であると判断し、平成

30年 8 月～10月に阪大病院及び当該機関の協力を得て照合を行った。 
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２．調査 

  調査対象論文について、元医員／元室長から提出された論文のオリジナルデータに

より数値あるいはグラフの再現性について確認した結果、論文に記載された数値と矛

盾はなく、グラフの類似性を生じる可能性があるとする予備調査結果の精査、及び予備

調査の過程で新たに生じた疑義を解消すべく、他機関及び阪大病院の協力を得て実施

したカルテ情報と論文のオリジナルデータとの照合結果の収集・精査を行い、必要に応

じてグラフの再現などを経て、研究不正の有無についての調査を行った。 

  元医員／元室長に対しては、質問状の送付と文書による回答、口頭弁明の機会を付与

し、共著者に対しては文書による確認を実施した。 

 

開催日時・内容等 

 第 1回調査委員会（平成 30年 12月 20日（木）13:00～15:06） 

       委員長の選出、本件に関するこれまでの経緯説明、予備調査委員会における

調査結果の報告、本調査の実施方針に関する検討  

     第 2回調査委員会（平成 31年 3月 4日（月）19:00～20:57） 

       研究公正委員会による調査（オリジナルデータとカルテ情報との照合）の結

果を審議、今後の調査の進め方等に関する検討 

     第 3回調査委員会（平成 31年 4月 23日（火）19:00～21:30） 

       元医員／元室長の文書での回答内容の精査、元医員／元室長に対する口頭

弁明 

     第 4回調査委員会（令和元年 5月 23日（木）16:00～17:40） 

       元医員／元室長に対する口頭弁明結果の内容精査 

     第 5回調査委員会（令和元年 9月 17日（火）19:00～21:00）      

       共著者への確認方法等の検討、調査結果のとりまとめ 

      第 6回調査委員会（令和元年 10月 15日（火）19:00～21:00）       

       本調査委員会によるオリジナルデータとカルテ情報の精査及び共著者への

確認の結果の審議 

第 7回調査委員会（令和元年 11月 25日（月）19:00～21:00）       

       調査結果のとりまとめ、オリジナルデータとカルテ情報の精査 

     第 8回調査委員会（令和 2年 1月 30日（木）18:00～21:30） 

       オリジナルデータとカルテ情報の精査結果等の審議 

     第 9回調査委員会（令和 2年 2月 18日（火）18:00～19:10） 

       調査結果報告書の作成 

 

  （異議申立てに係る審議） 

    研究公正委員会によるメール審議 

     令和 2年 3月 30日～4月 17日 
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３．調査結果 

 (1) 認定した特定不正行為の種別 

    ねつ造・改ざん 

 

 (2) 特定不正行為に係る研究者 

  ① 特定不正行為に関与したと認定した研究者 

大阪大学医学部附属病院・元医員／国立循環器病研究センター生化学部・元室長 

 

  ② 特定不正行為があったと認定した研究に係る論文等の内容について責任を負う者

として認定した研究者 

    共著者の不正行為への関与は認められなかった。 

  

 (3) 特定不正行為の具体的な内容 

  1) 手法 

    元データとなるカルテに記載された数値と異なる数値を用いて論文のグラフ等

が作成されているものがあった。なお、確認可能なカルテ情報による検証の結

果、グラフの再現ができないなどの結論が出ている。 

 

  2) 内容 

   1)特定不正行為を認定した論文 

論文＃13、＃14のグラフの一部でチオトロピウムまたは hANP 投与による有意

差が生じたとされる部分については、有意差が見られなくなったものがあった。

（注：カルテ情報との一致が確認できたデータ（検査日のみ一致しなかったもの

を含む）において CRP と WBC グラフの再現を試みたが、論文＃14 は再現するこ

とができなかった。また、論文＃13の Fig. 1については、WBCの 7POD、CRPの

7POD、1Mでは 有意差は認められず、Fig. 2については、WBC の 7PODと CRPと

で有意差は認められなかった。なお、有意差が認められなかった調査結果につい

て、元医員／元室長は「異論はない」と回答している。） 

論文＃13、＃14 については、プライマリー指標に誤りがないことを確認した

が、チオトロピウムまたは hANP投与により術後合併症が減ったことのメカニズ

ムを解明するグラフの作成において、使用されたデータでカルテにないデータ

が使われていた。当該カルテにないデータは検査結果が記載された FAX をもと

に入力したと元医員／元室長は弁明しているが、そのことを根拠資料において

証明できなかった。以上の調査結果から、論文#13、#14 について特定不正行為

を認定した。 

 

 (4) 調査を踏まえた機関としての結論と判断理由 

   1) 特定不正行為を認定した論文について（論文＃13、＃14） 

    本学規程第 2条の規定に基づき特定不正行為と認定した。 
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     論文＃13、＃14のグラフに関して、カルテに記載されているデータを用いて作

成されるべきところ、元医員／元室長は、カルテに記載されていないデータを用

いてグラフを作成したと判断される。論文＃13については、「慢性閉塞性肺疾患

（COPD）を合併した肺癌患者の手術後の心肺合併症頻度が低いことは、チオトロ

ピウムを投与したことによるものである」という結論を導き、論文＃14について

は、「COPDを合併した肺癌患者の手術後の心肺合併症頻度が抑えられたことは、

hANPの周期的投与によるものである」という結論を導いたが、これらの結論の導

出に関連するチオトロピウム投与群ならびに hANP投与群において WBCと CRPが

低下したという結果は、既存のカルテデータからは再現できなかった。元医員／

元室長は、調査委員会での口頭弁明時に、最終版のデータが他にあるとの証言も

あったが、当該データは提出されず、他に疑いを覆す客観的証拠も示されなかっ

たことから証言の信用性は認められず、データの「ねつ造・改ざん」があったと

判断する。 

     今回の行為については、研究者として遵守すべきデータの管理、研究倫理に対す

る意識の希薄さが原因であると考えられるが、論文＃13、＃14 におけるデータの

相違が、入力ミスであったとするには、その割合が高く、証言にも信用性が認めら

れない。さらに、カルテに記載のないデータを用いていることから、悪質性は高い

と判断する。また、当該研究領域の研究者に与えたインパクトを考慮すれば、学術

の進展への影響は大きいと考える。加えて論文＃14 は特定臨床研究計画の参考論

文の一つになっていることを勘案すると、社会的・学術的影響度は高いと考える。

残り 11編の論文については特定不正行為や不正行為は認められなかった。 

 

   2) 共著者の関与等 

データの管理は元医員／元室長が単独で行っていることが確認されており、当

該不正行為への共著者等の関与はないと考える。 

また、論文全体の整合性や論旨展開、図表の解釈等に関わっているものの、デー

タの収集・管理そのものには関与しておらず、共著者としての責任を果たしていな

かったとはいい難く、故意または重過失責任があるとまでは言えないと考える。 

 

 

４．調査機関がこれまでに行った措置の内容 

     研究不正が認定された論文（論文＃13、＃14）については、論文の取り下げが妥当

であることの勧告を元医員／元室長に行うとともに、本学の研究助成金の返還

（60,375円）を求める予定である。なお、元医員／元室長は既に退職しているもので

あり、懲戒処分を行うことはできないが、本学就業規則を準用して、懲戒解雇（相

当）の処分を行った。 
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５．特定不正行為の発生要因と再発防止策 

 1) 発生要因 

今回の特定不正行為の発生要因は、研究者としての行動規範や研究倫理の欠如による

ものと考えられる。また、研究が実施されていた当時の医学系研究科では、大学院学生に

対して入学時に、実験ノートの記載方法や研究倫理に関する大学院講義の受講を必須と

していたが、研究データの取扱いに関して明文化されたものはなく、論文に使用された研

究データを元医員／元室長が専有しており、責任著者による研究データの確認がルール

として徹底されていなかったことが原因の一つであったと考える。 

 

 2) 現在の取組みと再発防止策 

国（関係省庁）のガイドライン等及び平成 27年 4月 1日に制定した「大阪大学におけ

る公正な研究活動の推進に関する規程」に基づき、医学系研究科における公正な研究活動

の推進に関する規程を制定し、平成 27年度から CITI JAPANプログラム（現在は eAPRIN）

の e-Learningにより、指定の 9科目の受講を義務付け、研究不正の再発防止を図ってい

る。また、医学系研究科では、入学時において、実験ノートの記載方法や研究倫理の大学

院講義を必須科目としており、研究科構成員全体の研究倫理に係る意識向上に努めてい

る。加えて、平成 27年に施行された大阪大学における研究データの保存等に関するガイ

ドラインに基づき、医学系研究科では研究データの保存等に関するガイドラインを定め、

論文に使用した図表写真等の研究データを責任著者が確認の上、バックアップデータを

保管する体制を整備している。このように医学系研究科及び大学全体として、研究データ

の保存ルールの周知徹底と研究者倫理の向上を目的とした研究倫理教育を更に進めるこ

とで研究不正の再発防止を図る。その際、研究者が共著者となる場合において、当該研究

に対する責任の自覚を促すよう周知していく。 
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研究活動上の特定不正行為に関する調査結果について 

 

                    国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

                     

１．経緯・概要 

申立てを受理したセンター理事長は、「国立研究開発法人国立循環器病研究センター

における研究活動の不正行為への対応等に関する細則」（以下「細則」という。）第５

条の規定に基づき、同年 12月 12日付けで、予備調査委員会を設置し、告発された不正

行為が行われた可能性等について予備調査を行った。 

＜予備調査の結果＞ 

1) 画像の重複使用については、論文＃３及び論文＃１０においてコントロール

画像を重複使用していた可能性が３箇所、論文＃９及び論文＃１２において

コントロール画像を重複使用していた可能性が１箇所認められた。このため、

いかなる経緯でコントロール画像の重複使用がなされたのか、確認する必要

があると判断した。 

2) 棒グラフについては、偶然の一致の可能性も否定できないものの、コントロ

ールデータの使い回し等様々な可能性が考えられるものが存在した。しかし

ながら、予備調査のレベルでは、告発書における指摘事項の合理性について

判断するだけの根拠が不十分であると考えられたことから、本調査を実施し

て実験ノートや生データを確認する必要があると判断した。 

3) プライマーと PCR（注：PCRとは、「ポリメラーゼ連鎖反応」の略称。DNAの

特定の領域を短時間で大幅に増幅するための技術。プライマーは、その増幅

に必要な酵素が働くためのとっかかりとなるもの。）の結果については、論

文に記載された配列と実際に実験に用いられたプライマー配列、および論文

の結果として記載されている RT-PCR(RT はリアルタイムの略)の結果につい

て、確認が必要であると判断した。 

4) 予備調査委員会では、生データ、実験ノート等の検証及び関係者への意見聴

取等が必要と認め、平成３０年１月１１日開催の委員会にて「国立研究開発

法人国立循環器病研究センターにおける研究活動の不正行為への対応等に

関する細則」第５条第４項により本調査の実施を決定した。 

 

２．調査 

調査対象論文について、責任著者及び元医員／元室長から提出された当該研究活動

に係る論文、実験ノート、生データ等の各種資料を基に、研究結果との整合性について

精査し、告発者より申立のあった不正の疑義について調査を実施した。 

      その調査の中で指摘された疑義については、元医員／元室長（責任著者）については、

文書での事情聴取やヒアリング及び弁明の機会の付与を行い、共著者を含む関係者につ
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いては、指摘された疑義及びその研究における関わり等について、文書での事情聴取と

ヒアリングを実施した。 

 

開催日時・内容等 

第１回調査委員会（平成３０年３月６日） 

      ○本件の概要及び経緯の説明 

○調査の進め方及び委員会の運営方針について 

第２回調査委員会（平成３０年７月２６日） 

○実験ノート及び生データ等の各種資料を基に実施した調査結果報告 

○抽出された疑義について検討し、元医員／元室長の事情聴取を決定 

第３回調査委員会（平成３０年１０月４日） 

○元医員／元室長のヒアリングを実施 

○ヒアリング結果について検討し関係者（共著者）の事情聴取を決定 

第４回調査委員会（平成３０年１２月２６日） 

○当時の元医員／元室長が所属していた研究グループの上席者のヒアリング

を実施 

○ヒアリング結果について検討し、元医員／元室長が所属していた研究グル

ープの大学院生の事情聴取を決定 

第５回調査委員会（令和元年５月２７日） 

○前研究所長のヒアリングと元医員／元室長が所属していたグループの上席

者への再度のヒアリングを実施 

○ヒアリング結果について検討し、関係者（元医員／元室長が所属していた研

究グループの大学院生や研究者等）の範囲を拡大し事情聴取を実施するこ

とを決定 

第６回調査委員会（令和元年９月５日） 

○関係者（元医員／元室長が所属していた研究グループの大学院生や研究者

等）へのヒアリングを実施 

○今後の調査委員会の進め方及び報告書の作成について方針を決定 

第７回調査委員会（令和元年１２月１２日） 

○元医員／元室長のヒアリング及び弁明の聴取 

○調査報告書案の審議 

調査委員会メール審議等（令和元年１２月１６日～令和２年３月１０日） 

○調査報告書の審議及び確定 

 

  （異議申立てに係る審議） 

    調査委員会による審議 

     令和 2年 3月 25日～7月 27日   
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３．調査結果 

 (1) 認定した特定不正行為の種別 

    ねつ造・改ざん 

 

 (2) 特定不正行為に係る研究者 

  ① 特定不正行為に関与したと認定した研究者 

大阪大学医学部附属病院・元医員／国立循環器病研究センター生化学部・元室長 

 

  ② 特定不正行為があったと認定した研究に係る論文等の内容について責任を負う者

として認定した研究者 

    共著者の不正行為への関与は認められなかった。 

 

 (3) 特定不正行為の具体的な内容 

  1) 手法 

     本来、数式が記入されているはずの欄の一部が空白となっている、又は特定の数

値が入力されており、そのデータ（一次データ）を用いて二次データが計算され、

その計算結果とは異なる二次データを用いて作図されているものなどがあった。 

 

  2) 内容 

告発者の指摘事項に照合しながら調査を進めた結果、指摘事項の一部は偶然の一

致等による可能性もあり、研究不正や不注意ミス等とまでは言えないと判断した。し

かしながら、指摘事項の一部には不正行為の可能性を示すもの、具体的には、定量デ

ータの不正確性、論文記載内容の不正確性等が多数認められたため、その原因を調査

した。 

     その結果、データ解析時あるいは論文作成時における判断ミス・不注意ミスと考え

られるものに加え、細則及び国（関係省庁）の「研究活動における不正行為への対応

等に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に照らし、特定不正行為

として認定せざるを得ない事象が存在した。 

1)特定不正行為を認定した論文 

  ① 論文＃３関係 

       ①－１．Fig. 1b［ねつ造・改ざんの疑い］ 

    ・ Ghrelin 群の作図において、実測値でない数値がデータとして使用され

ていた。 

   ①－２．Fig. 5e［改ざんの疑い、あるいはそれに匹敵する不注意ミス］ 

    ・  Cisplatin＋Ghrelin群の作図において、一次データの数値（1.416667）

と本来一致すべき二次データの数値（1.316667）が一致しておらず、そ

の結果、Ghrelinの効果が実際よりも大きく示されていた。 

 

       ② 論文＃４関係 
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   ②－１．Fig. 2a, b, c［ねつ造・改ざんの疑い］ 

        ・ Day0 において、Vehicle群（N=6）と ANP群（N=6）のデータが存在するか

のように記載されているが、実際には５匹分のデータを Vehicle群（N=4）

と ANP 群（N=3 or 5）に振り分けていた。 

           ②－２．Fig. 4［改ざんの疑い］ 

        ・  エラーバー(データの変動性を示すグラフ上の描写)が一次データより小

さい数値で作図されていた。 

  

   ③ 論文＃１２関係 

         ③－１．Fig. 1B［改ざんの疑い］ 

         ・ 本来、数式（D2/C2等）が記入されているはずの欄の一部が、空白となっ

ているか又は特定の数値（0.3、0.4）が入力されており、そのデータ（一次

データ）を用いて二次データが計算されていた。 

     ・ さらに、その計算結果とは異なる二次データを用いて作図がなされてお

り、その結果、LPS(5)群および LPS(20)群の Control群－ANP群間におい

て、本来のデータでは生じなかった有意差（ANPの効果が大きく表されてい

る）が付いていた。 

     ③－２．Fig. 2A, B［改ざんの疑い］ 

         ・ 本来、数式が記入されているはずの欄の一部が、空白となっており、その

データ（一次データ）を用いて二次データが計算されていた。 

         ・ さらに、その計算結果とは異なる二次データを用いて作図がなされてい

た。その結果、E-selectin 発現および TNF-α発現の LPS 群－ANP＋LPS 群

間において、本来のデータでは生じなかった有意差（ANP の効果が大きく

表されている）が付いていた。 

     ③－３．Fig. 4E, F［ねつ造・改ざんの疑い］ 

         ・ 根拠が不鮮明な数値を含む一次データで計算された二次データを用いて

作図がされており、その結果、TNF-α量の Control群と ANP+LPS群、およ

び IL-6 量の Control 群において、本来のデータでは検出限界未満であっ

たところに数値が生じていた。 

 

 (5) 調査を踏まえた機関としての結論と判断理由 

       ○ 細則の第９条では、 

     ・ 本調査において被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合は、自己の

責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続にのっとって行われ

たこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科

学的根拠を示して説明しなければならない。 

前項の被告発者の説明において、被告発者が生データや実験・観察ノート、

実験試料・試薬等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により

証拠を示せない場合は不正行為とみなされる。 
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    とされている。 

    〇 ガイドラインの第３節４－３（２）及び（３）では、 

     ・ 調査委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関

する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科

学的に適正な方法と手続にのっとって行われたこと、論文等もそれに基づいて

適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければ

ならない。 

     ・ 特定不正行為に関する証拠が提出された場合には、被告発者の説明及びその

他の証拠によって、特定不正行為であるとの疑いが覆されないときは、特定不

正行為と認定される 

とされている。 

    〇 今回、元医員／元室長に対し、複数回説明の場を設け説明を聴取したが、元医員

／元室長から、前記１）にある事象について、正当かつ科学的根拠のある説明を

得られなかったことから、これらの事象は論文の論理展開や主張にとって有利な

方向に操作されたとの疑いを払拭できなかった。当委員会としては、細則及びガ

イドラインに照らし、特定不正行為であると判断せざるを得なかった。 

     

結論として、調査を行った８論文のうち３論文（＃３、＃４、＃１２）において、

細則及びガイドラインに照らし、複数ヶ所のねつ造と改ざんがあったと認定した。 

    なお、特定不正行為を実際に行った人物については、ヒアリング等を積み重ね  

地道に調査を進めた結果、研究に関与した者で、被告発者である元医員／元室長以

外の関係者については、特定不正行為に関与したと認定できる者は存在しないと判

断した。関係者のヒアリングの中で、元医員／元室長以外の関係者については、依頼

された実験を行い、その結果を元医員／元室長に報告する立場であったこと。論文

の作成に直接関与していないことが確認されている。 

元医員／元室長のヒアリングからは、ねつ造・改ざんを行った者は特定できないと

のことであったが、問題となっている論文は、いずれも元医員／元室長が第一著者か

つ責任著者の論文であり、その作成については、元医員／元室長自身が行っており、

何者かの関与なく特定不正行為がおこなわれるはずがないことを鑑み、当委員会と

しては、細則及びガイドラインに照らし、論文作成責任者である元医員／元室長を

「特定不正行為に係る研究者」と認定せざるをえないとの結論に至った。 

  ○ 今回認定された特定不正行為は、実験等が実施されずに０次データが作出された

という事象ではなく、論文の主旨に大きな影響はないものの、１次・２次データの一

部が改変されたという意味で、ある程度の悪質性があると判断した。 

一方、特定不正行為が認定された３本の論文が掲載されているジャーナルそれぞ

れのインパクトファクター （＃３：2.618、＃４：2.737、＃１２：2.669）および各

論文の被引用回数（＃３：１３回、 ＃４：０回、＃１２：９回、自己引用を除く。）

を勘案すると各論文が当該学術分野および社会に及ぼした直接的な影響は、高くな

いと判断した。 
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４．調査機関がこれまでに行った措置の内容 

センターとしては、特定不正行為を認定した論文（論文＃3、＃4、＃12）については、

取り下げが妥当であることの勧告を元医員／元室長に行うこととしている。 

また、元医員／元室長は既に退職しており、懲戒処分等を行うことはできないが、今

後、事案の内容を踏まえ、必要な措置を行う予定である。 

 

  

５．特定不正行為の発生要因と再発防止策 

1)発生要因 

今回、特定不正行為があったとして認定された論文については、いずれも元医員／元室

長が当センターの研究所室長として勤務していた頃に発表されたものである。研究実施

当時の管理体制において、「倫理規範」や、「研究活動に関する行動規範」を制定し、所

属部長による研究ノートの確認等も指示されていた。 

しかしながら、当時元医員／元室長が中心となっていた研究グループにおいては、０次

データ、１次データとエクセル・パワーポイントソフトウェアを用いて作られた図との整

合性のチェックが行われていなかった。また、所属部全体の検討会や上位者への説明にお

いては、発表・報告用に作られた図を用いて実施されており、０次データや１次データと

論文に用いられる図との整合性を十分に確認できなかったことが、今回の特定不正行為

を防止できなかった原因であると考える。 

今回、個人が特定不正行為を行うに至ったとされる状況と原因は必ずしも明らかでは

ないが、研究者として極めて未熟な考え方を有し、それが今回の特定不正行為につながっ

たと考えられる。さらに、上記のような状況は特定不正行為を防止するために不完全な体

制であったと考えられる。 

 

2)再発防止策 

今後、センターから発表される論文については、例外なく、研究ノートや０次及び１次

データと論文内容の確認を実施するとともに、各部署の長等による研究ノートや実験デ

ータ等の管理や確認について再徹底する。 

今回の事案の要因が、元医員／元室長の研究者としての未熟さに起因することを踏ま

え、研究に携わる職員の教育訓練を強化し、研究者に携わる職員一人ひとりが、「研究活

動に関する行動規範」、「研究活動上の不正防止計画」、「倫理規範」等の内容を理解し、

成熟した研究者として研究活動に従事できるよう取り組む。 

 


